
発 行 県民生活部 食品安全・消費生活課
長崎県消費者教育推進連絡協議会

長崎県

消 

費 

者

目指せ！
賢い

消費者 

　私たち中学生もコンビニでおにぎりを買って食べたり、パソコンやインターネットを利用
したりして生活しているよね。私たちは、生まれてから一生をとおして、ものを「買う」「使う」
「食べる」「捨てる」を繰り返している消費者。
　でも、毎日何気なく行っている消費行動にも「ルール」があるんだ。
　自分の周りにあふれる情報を適切に判断し、賢い消費者として生き抜く力を身につけ、賢い
消費者をめざそう！
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お役立ち情報
★困ったときはひとりで悩まず相談しよう！

「契約のトラブル」「問題商法の被害」「架空・不当請求」
「クレジット契約」「多重債務」「ネットトラブル」などの
  相談と解決の支援を行っています。

☎095-824-0999
（県内各市町にも消費生活センターや相談窓口があります。）

＜あなたが住んでいる市や町の消費生活相談窓口の名称と電話番号を書こう！＞

●消費者庁
●国民生活センター
●ながさき消費生活館

●長崎県食品の安全・安心と食育のHP

●長崎県環境政策課
●居住する都道府県等のHP

https://www.caa.go.jp/

http://www.kokusen.go.jp/

https://www.nagasaki-shouhi.jp/

https://www.pref.nagasaki.jp/shokuhin/

https://www.pref.nagasaki.jp/section/kankyo/

市
町 ☎

消費生活センターの役割

長崎県消費生活センター

☎095-820-0110
☎0120-492-574

サイバー犯罪相談

食 品 関 係 相 談

長崎県警察本部
サイバー犯罪相談窓口 （内線）3493～4

長崎県食品110番

生活の新しい情報を得よう！ホームページにアクセス

消費者市民社会の構築

おかしいな？困ったな！そんな時は…

私たち一人ひとりが、自分や親、友達や将来の子どもたちのために社会情勢や地球環境の
ことを考えて生活し、社会の発展と改善に積極的に参加する社会を構築しよう！

消費者ホットライン （局番なし） （イヤヤ）188
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僕は｢長崎県消費者サポートメール｣の愛称募集で生まれたんだよ。

消費者をサポートするという意味だよ。サポートを「sapo」とし、力強く消費者を

助けるという意味も込めて｢助｣なんだ。みんなに賢い消費者になってもらうた

めに僕がサポートするよ！

目　次

　私たちは自分のくらしのために、お金を払って物（商品やサービス）を買う「消費者」です。
消費者をめぐるトラブルは私たちの周りにたくさん起こっています。自分の周りにあふれ
る情報を適切に判断し、かしこい消費者として生き抜く力を身につけましょう！
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Let’s try!“ 消 費 者 力 ア ッ プ ！”ク イ ズ
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コンビニでジュースとパンを買った。
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契約書にハンコを押してなければ、
契約は成立していない？

さい こうにゅう

けい やく しゃ

　　　バイクが欲しくて店に行き、店員に
　　　20歳とうそをついて購入したが、親に
見つかって反対された。未成年契約者の取消し
ができる？

けい やく

ちゅう と

　　　英会話教室の契約をして通ってみた
　　　が、自分にあわないのでやめたい。
中途解約できる？

こ

　　　雑誌を見て申し込んだアクセサリー
　　　が送られてきたけれど、気に入らなかっ
た。クーリング・オフできる？

けい やく

すす
　　昨日、自宅に新聞店員が来てしつこく
　　勧められ、仕方なく来月から半年間の
講読契約をした。
クーリング・オフ
できる？

はら

　　ネットオークションで前から欲しかっ
　　た限定のバッグを見つけたので落札
したい。高額だけど先に払っても問題ない？

はら

はら

いっしょ

　　友達と一緒に買い物に行き、「あとで
　　お金を返すからクレジットカードを
貸して」といわれ、私のカードで買い物を
したが、いつまでも払ってくれない。
カードの代金は
私が払うの？

はら

あて

きん ゆう せいきゅうしょ

　　友人が借りた消費者金融から請求書
　　が連帯保証人である私宛に届いた。
払わなければ
ならないの？

はら

こ

こふ

　　インターネットの広告を見ようとクリック
　　したら、「お申し込みありがとうござい
ます。代金はこちらにお振り込みください。」
という画面が出た。払わなければならないの？
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消費者力アップ！クイズ回答
Q1：YES　Q2：NO　Q３：NO　Q４：YES 　Q５：NO　Q6：YES　Q７NO　Q８：YES　Q9：YES　Q10：NO
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